
企業会計ナビ ダイジェスト

収益認識―取引価格を算定する

当法人ウェブサイト内の「企業会計ナビ」が発信し
ているナレッジのうち、アクセス数の多いトピックス
を取り上げ、紹介します。今回は「解説シリーズ『収
益認識』第4回：取引価格を算定する」を紹介します。

企業会計ナビチーム　公認会計士　森田寛之

• Hiroyuki Morita
監査部門に所属し、主にインターネット広告、イーコマース決済、ベンチャー投資の監査を経験。現在はIFRS適用会社、上場準備会社、
ファンドの監査に従事する傍ら、法人ウェブサイト（企業会計ナビ）に掲載する会計情報コンテンツの企画・執筆に従事している。

収益認識に関する会計基準等では、＜図1＞のとお
り5ステップで検討を行います。今回はステップ3の
「取引価格を算定する」について解説します。

収益認識に関する会計基準等において取引価格とは、
財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を
得ると見込む対価の額（ただし、第三者のために回収
する金額を除く）と定めており（収益認識に関する会
計基準（以下、基準）第8項）、取引価格の算定に当
たっては、契約条件や取引慣行等を考慮することとさ
れています（基準第47項）。
取引価格はステップ2で識別した各履行義務に配分
され（ステップ4）、各履行義務が充足又は充足する
につれて収益として計上されます。

取引価格を算定するに当たっては、（1）変動対価、
契約における（2）重要な金融要素、（3）非現金対価、
（4）顧客に支払われる対価に関する全ての影響を考慮
するものとされています（基準第48項）。従って、こ
れらの影響を考慮すると、取引価格は必ずしも契約書
に記載された金額の総額となるとは限らない場合があ
ります。また、取引価格は、第三者のために回収する金
額を除くとされていることから、例えば消費税等は取
引価格から除かなければならない点に留意が必要です。

（＜図2＞参照）

Ⅰ　概要

▶図1　収益認識の5ステップ ▶図2　 取引価格のイメージ
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※　上記図表では（1）変動対価は契約金額に加算される場合（2）重要な金
　　融要素は財又はサービスの提供時点よりも後に対価を受け取ることを前
　　提としています。
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なお、取引価格の算定をする上では、財又はサービ
スが契約に従って約定どおりに顧客に移転するものと
仮定しています。すなわち、契約の取り消しや変更は
ないものと仮定しなければなりません（基準第49項）。

ここでは取引価格の算定上の主な論点である変動対
価について説明します。

1. 定義
変動対価とは、顧客と約束した対価のうち変動する
可能性のある部分をいいます（基準第50項）。具体例
としては、値引き、リベート、返金、インセンティブ、
業績に基づく割増金、ペナルティー等が挙げられます
（収益認識に関する会計基準の適用指針（以下、適用指
針）第23項）。
変動対価は、契約条件で定められる場合のほか、企
業の取引慣行や公表した方針等に基づいて価格の引下
げを顧客が期待する場合や、契約締結時に企業に価格
引下げの意図がある場合にも示されることがあります
（適用指針第24項）。

2. 見積方法
変動対価の見積りは、企業が権利を得ることとなる
対価の額を、より適切に予測できる方法を用いて見積
もります。具体的には、変動対価を見積もるに当たっ
て、最頻値法と期待値法のいずれを適用するかを企業
は決定しなければなりません（基準第51項）（＜表1＞
参照）。これらの方法は企業が任意で選択できるもの
ではなく、企業が権利を得ることとなる金額をより適
切に見積もることができる方法を選択しなければなり
ません。また、契約全体を通じて単一の方法を首尾一
貫して適用することになります（基準第52項）。なお、
変動対価の見積りについては、決算時に見直すことが
必要となります（基準第55項）。

ウェブサイトの企業会計ナビコーナーでは、収益認
識基準に関連する情報を『収益認識基準特集！』にて
取り扱っています。
▶ 企業会計ナビURL
www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting

▶表2　変動対価の見積が制限されるケース

▶表1　変動対価の見積方法

収益が減額される確率又は減額の程度を増出させる可能性のあ
る要因の例示

①
市場の変動性又は第三者の判断若しくは行動等、対価の額
が企業の影響力の及ばない要因の影響を非常に受けやすい
こと

②
対価の額に関する不確実性が長期間にわたり解消しないと
見込まれること

③
類似した種類の契約についての企業の経験が限定的である
か、又は当該経験から予測することが困難であること

④
類似の状況における同様の契約において、幅広く価格を引
き下げる慣行又は支払条件を変更する慣行があること

⑤
発生し得ると考えられる対価の額が多く存在し、かつ、そ
の考えられる金額の幅が広いこと

最頻値法 期待値法

発生し得る対価の額のうち最も
発生する可能性が高い「単一」
の金額

発生し得る対価の額を確率で
「加重平均」した金額

3. 取引価格に含めるべき変動対価
変動対価の全額が常に取引価格に含められるわけで
はなく、収益の過大計上を防ぐ観点から、取引価格に
含めることができる変動対価には一定の制限がかけら
れています。すなわち、変動対価に関する不確実性が
解消される時点で、収益認識累計額に大幅な減額が生
じない可能性が非常に高い範囲でのみ、変動対価を取
引価格に含めることができます（基準第54項）。
変動対価の見積りが制限されるケースは事業を取り
巻く経済環境や、財又はサービスの個別の性質、その
他契約条件等、総合的な判断が必要となります。同適
用指針には収益が減額される確率又は減額の程度を増
出させる可能性のある要因の例示は＜表2＞のとおり
です（適用指針第25項）。

Ⅲ　変動対価

お問い合わせ先
EY新日本有限責任監査法人
E-mail：Hiroyuki.Morita@jp.ey.com
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